
◆今、働き盛ιl世代の健康:fスクが,主目されてら1春す。
従業員 0職員が病気などで健康を損なうと、本人や家族だけでなく、企業 0団

体としてもいろいろな影響を受けることになります。健康づくリチャレンジ企業に

登録し、兵庫県と一緒に従業員 0職員やその家族の健康づくりに取り組んでいき

ましょう。
一

ど

◆兵庫県て惜
従業員 0職員やその家族の健康づくりに積極的に

取り組む企業 0団体を「健康づくリチャレンジ企業」と

して募集 0登録し、その取組みを支援しています。

零一一一一
◆登録のメJット
0各種補助制度の利用

(健康教室開催や女性特有のがん検診受診など)

・メンタルヘルス対策など専門職から助言
0登録企業を兵庫県ホームページでご紹介
0健康づくりに関する情報や研修会のご案内
・企業 0団体のイメージアップ

詳しくはこちらから

兵庫県 健康づ<リチャレンジ企業 兵庫県マスコット
はばタン

■ 間含せ先

兵庫県健康福祉部健康局健康増進課
〒650-8567神 戸市中央区下山手通5丁 目10番 1号
TEL:078-341-7711(内 線3244) FAX:078-362-3913
E―mail:kenkouzoushinka@preihyogo.lgojp
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【対'1象】::兵庫県内で従業員1職員とそのご家族の健康つくりを積極的に応援する企業:掴体等三
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従業員・ 職員の健康づくりに効果的な健康教室や講演会等の開催に対し、補助します。

(1)対象事業の例                  (2)補 助金額 :上限10万円/年
ア がん検診や特定健診の受診促進に向けた請演   (3)対 象経費 :講師等謝金・ 旅費、会場賃借料など

イ 食生活改善のための請演           (41そ の 他 :申請に対し、内容等の審査を行います。

ウ 運動数室の開催                ☆右面の「5健康づくり推進サポー ト企業による応援」や
工 歯科健診・保健指導の実施  等 「6研修会、検診等への専門スタッフの派迦 も補助対彙に

なります。

運動施設や運動機器・用具の整備費の一部を補助します。

(1)補助対象事業・補助上限額

ア 運動スペニス●t20耐以上で、運動用具等を3台以

上設置する整備  上限150万円

イ 運動スペースが50耐以上で、運動機器を3台以上

設置する整備   上限250万円

(2).補助額 :補助対象経費の1/2相当額

(3)その他 :申請に対し、内容等の審査、確認を行います。

なお、整備した運動スペース・用具等は、

従業員・ 職員の健康づくり以外の用途に転用

できません。

産業カウンセラー等が各企業・団体を訪間し、メンタ

ルヘルス研修や管理監督職に対する相談を実施します。

対象 :従業員 0職員が3∞人以下の中小企業等

費用 :無料 (兵庫県が委託した専門機関から各企業・

団体に派遣されます)

141

女性特有の手しがん、子宮頸がんの早期発見・治療に向け、検診受診費の全部、

または一部を補助します。

(1)補助対象者 :従業員・職員が300人以下の中小企業等

(2)補 助 額 :自己負担相当額 (各検診とも上限2,0∞円/人 )

(3)対象経費 :従業員・職員と、その被扶養者が受診した 早Lがん検診(40歳 以上)、

子宮頸がん検診(20歳以上)の費用

彗



<送付先>078-362-3913(兵 庫県健康増進課 )
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健康づくリチヤレンジ企業登録申込書

兵庫県知事 様
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※上記の項目のうち★の項目については、県HPでご紹介します。

下雛の該当項 理に○をお願いします (必媛 )

(フリガナ)

|★名称|

(

|(フリガナ)

代表者職・氏1名

( )

所在地
一Ｔ 市

郡

区

町

★■業種 常‐用労働者数 人

加入‐医療保険者||

(該 当のものにO‐ )

1健保 (単一) 2健 保 (総合) 3協 会けんぱ兵庫支部  4そ の他 (    )

★ ホニムペ■ジ
|‐ |  ■URL ‐|‐

‐

担当者

所属
(フリガナ)

●氏名|

( )

丁EL ( )

FAX ( )

メ■―ル
アドレス

「健 康 づくリチキレンジ企 業」の登 録 要
‐
件をすべ て満たしていますか ?・ ||■||

■企業との協働による健康づくり実施要領第5条■ .■ ‐■|■■|■■■■‐■ ‐■ |■ ‐■|■
|(チャレンジ企業の登録要件)|| | |
● 第5条‐登録の対象とする者はt次のいずれにも該当する企業とするょ |■  |‐‐|■

‐■■|

(1)従業員及び家族の健康づくりに意欲を有しt‐ かつ兵庫‐県内に所在する事業所であること
■‐●(2)1雇 用‐保険の適用事業主であること・
| ||(3).医 療法、薬事法、健康増進法等の1関係法令や、労働‐関係法令に違反する行為を行って
|■ |■ | ■いないこと 

―
||‐
‐ ‐■ |■ || ■ ‐

■ ‐|(4)1過去3年間に悪質な不正行為により本来受1する.ことの|できない助成全等を受け、ま|たは
■ ■ 1受けようとしたことにより助成金等の不支給

‐
措置を取られてし`ないこと ― | ■ ‐

|‐  ||(5).1県税滞納がないこと ■|||‐_■| ‐|■‐‐■■■■|■■■■|■ |■ ■ ■‐ ■■ ■■‐■
| .(6)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び―同条第11項に規定する接客 |

| ||■業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主 |‐でなにと  ‐ 1皇
それ、三1■■‐■■■■■|| |(7)1特定の政治団体や1宗教活動を行う企:

|19‐ 民 壼冒翌   輩雪著γ蒼暑
力団及曝 却 謝 凛

=肇
委諭 制 で

:1に該当する企‐業でなし`こど■‐ ■ | ‐

..(9).そ の他、県が不適当とみなした企‐業でないこと ■|■ |‐ ■■ ‐|‐  | ‐|.‐ ■|‐ ■ ‐

はい

雁耀璽醸留踵鰐雅馨霙ま鰐由糞唾注量禽i由⌒の情報提供.(上記「企業1団1体概要」)を―同
※‐兵庫県と協会けん―ぽ兵庫支部は

t‐
「健康づくりに関する包括協定」を締結してぃます。■‐■‐‐■ |‐|

→ 同意します


